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第 3 章 特定健診・特定保健指導の実施（法定義務） 

 

1．第三期特定健診等実施計画について 

 医療保険者は、高齢者の医療の確保に関する法律第 19 条において、実施計画を定め

るものとされている。 

 なお、第一期及び第二期は 5 年を一期としていたが、医療費適正化計画等が見直され

たことをふまえ、第三期（平成 30 年度以降）からは 6 年を一期とし、データヘルス計

画と一体的に策定する。 

 

2．目標値の設定 

【図表 29】 

 
 

3．対象者の見込み 

【図表 30】 

 

 

4．特定健診の実施 

（1）実施方法及び実施時期 

 健診については、下記の 2通りの方法で、6月から翌年2月末までの期間で実施する。 

① 集団健診（町中央公民館） 健診機関への委託 

② 個別健診（指定医療機関） 熊本県医師会等への委託 

 

（2）特定健診委託基準 

 高齢者の医療の確保に関する法律第 28 条、及び実施基準第 16 条第 1 項に基づき、

具体的に委託できる者の基準については厚生労働大臣の告示において定められている。 

 

（3）特定健診実施機関リスト 

 特定健診実施機関については、健診個別通知文や長洲町ホームページに掲載する。 

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

44.0% 46.0% 47.0% 48.0% 49.0% 50.0%

64.0% 65.0% 66.0% 67.0% 68.0% 69.0%

特定健診受診率

特定保健指導実施率

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

特定健診 対象者数 2,940人 2,890人 2,840人 2,800人 2,760人 2,730人

受診者数 1,294人 1,330人 1,335人 1,344人 1,353人 1,365人

特定保健指導 対象者数 165人 170人 170人 170人 170人 170人

実施者数 106人 111人 113人 114人 116人 118人
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（4）特定健診実施項目 

 内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための特定保健指導を必要とする人を

抽出する国が定めた健診項目に加え、追加の検査（HbA1c・血清クレアチニン・尿酸、

尿潜血）を実施する。また、血中脂質検査のうち LDL コレステロールについては、中性

脂肪が400mg/dl以上又は食後採血の場合は non-HDLコレステロールの測定に代えられ

る。(実施基準第 1 条 4 項) 

 

（5）医療機関との適切な連携 

 治療中であっても特定健診の受診対象者であることから、かかりつけ医から対象者へ

健診の受診勧奨を行うよう、医療機関へ十分な説明を実施する。 

 また、本人同意のもとで、保険者が診療における検査データの提供を受け、特定健診

結果のデータとして円滑に活用できるよう、かかりつけ医の協力及び連携を行う。 

 

（6）代行機関 

 特定健診に係る費用の請求・支払の代行は、熊本県国民健康保険団体連合会に事務処

理を委託する。 

 

（7）健診の案内方法・健診実施スケジュール（図表 31） 

 特定健診受診率を高めるためには、対象者に認知してもらうことが不可欠であること

から、受診の案内の送付に関わらず、医療保険者として加入者に対する基本的な周知・

広報活動について、どのように行う予定なのか記載する。 

 

【図表 31】年間実施スケジュール 

 

（集団健診） ＊6/上旬実施 ＊12月中旬

6月、10～11月、12月 ＊特定健診のみ(集団健診）  集団健診（追加）

　　＊要精密者への受診勧奨訪問

（個別健診） ＊6月～2月実施（契約医療機関）

（結果提出） 提出依頼（訪問）

町広報 （集団実施周知） （10月11月特定健診実施周知） （12集団実施周知）

町ホーページ

愛情ネット （10月11月特定健診実施周知） （12集団実施周知） ・掲載依頼

ポスター/チラシ ・10-11月用作成 （10月11月特定健診実施周知）

町回覧 5月版（6月・10～11月用）

その他 ＊健康フェアにて周知 ＊健康フェアにて周知

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

周
知
方
法

特
定
健
診

（申込み周知）

（申込み周知）（申込み周知）

（申込み周知）（申込催促） （申込催促）（集団実施周知） （申込催促）

11月版（12月用）

ポスター・チラシ
作成
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（8）受診率向上のための取組 

  平成 29 年度までの取り組みとして、訪問および通知等による受診勧奨、節目年齢

（40、45、50、55、60、65、70 歳）の窓口負担金の無料化、個別健診の実施機関

を町内医療機関から玉名郡市の医療機関へ拡大、未受診者の内、前年度以前の健診受

診者への勧奨等を行うことにより、特定健診受診率を向上させた。 

  平成 30 年度以降は、いままでの取り組みに加え、医療機関への受診理由による健

診未受診者を町内医師会と連携して健診へ繋げて行く方法に取り組んで行く。また医

療機関で特定健診と同等の検査を受けている対象者をリストアップして、結果提出へ

繋げる受診率の向上を図る。 

 

5．特定保健指導の実施 

 特定保健指導の実施については、保健衛生部局と連携した保険者直接実施の形態で実

施する。 

（1）健診から保健指導実施の流れ（図表 32） 

 「標準的な健診・保健指導のプログラム(平成 30 年版)」様式 5-5 をもとに、健診結 

果から保健指導対象者の明確化、保健指導計画の策定・実践評価を行う。 
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【図表 32】糖尿病等生活習慣病予防のための健診・保健指導実施の流れ 
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（2）保健指導を行う対象者の選定と優先順位・支援方法（図表 33） 

 

【図表 33】 

 
 

（3）生活習慣予防のための健診・保健指導の実践スケジュール（図表 34） 

 目標に向かっての進捗状況管理とＰＤＣＡサイクルで実践していくため、年間実施ス

ケジュールを作成する。 

 

 

優先
順位

様式
6-10

保健指導レベル 支援方法

1
Ｏ
Ｐ

特定保健指導

（Ｏ 動機づけ支援）
（Ｐ 積極的支援）

◆対象者の特徴に応じた行動変容を促す保健指導の実施
◆行動目標・計画の策定
◆健診結果により、必要に応じて受診勧奨を行う

2 Ｍ
情報提供

（M 受診必要）

◆医療機関を受診する必要性について通知・説明
◆適切な生活改善や受診行動を自分で選択できるよう支援

3 Ｌ

生活習慣病治療中

（L 生活習慣病の
コントロール不良）

◆治療中の生活習慣病のコントロール改善に向けて、適切な
生活改善や受診行動を選択できるよう支援
◆かかりつけ医と保健指導実施者との連携

4 Ｄ D 健診未受診者

◆特定健診の受診勧奨（例：健診受診の重要性の普及啓発、
指定方法での健診受診勧奨や健診結果提出の勧奨）
◆治療中断者対策及び未受診者対策としてのレセプトと健診
データの突合

5
Ｎ
Ｋ

情報提供

（N 受診不必要）

（K 生活習慣病治療
のコントロール良）

◆健診結果の見方について通知・説明
◆かかりつけ医と保健指導実施者との連携
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【図表 34】糖尿病等生活習慣病予防のための健診・保健指導実施の実践スケジュール 

 
 

 

糖尿病等生活習慣病予防のための健診・保健指導の実践スケジュール（平成29年度）

4月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

12月

1月

2月

3月

　

対象者の明確化から計画・実践・評価まで

課
題
設
定
と
計
画
Ｐ

実
践
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
Ｄ

対
象
者
の

明
確
化

良

234人 364人

不良 受診必要

246人 268人

受診不必

動機付け支援

99人 33人

積極的支援

必要に応じて主治医の指
示のもと、保健指導が行わ
れるよう調整

63.8 ％

★特定保
健指導実

施率

平成28年度特定健診受診
者

1244人
生活習慣病のコント

ロール

特定保健指導

①ポピュレーションアプローチ・未受診者対策 ②特定健診 ③ 保 健 指 導

各医療機関に依頼

・貧血・心電図を全員実施
・尿定性検査±以上の方
への尿定量検査実施のお
願い
・医療機関にポスターの掲
示の依頼

広報・愛情ネット・ホー
ムページなどでの随時
受診勧奨

最終受診勧奨記事掲載
（広報・市政だより）

保健予防係と国保医療係との共通理解で進める

受診勧奨チラシ配布
・回覧板
・健康フェア

受診勧奨ポスター配布

・公共施設・駅・スーパー・

金融機関・歯科医院

健康フェアでチラシ配布

平成２９年度 特定保健指導実施率

目標値 ６０％

（平成２８年度 特定保健指導実施率目標 60％は達成）

集団健診受診者に対しては健診受診後の結果説明会を
個別対応で実施。
結果説明会を初回面接日として、6か月後に評価を実施。

月に1回保健師・栄養士連絡会を実施
保健指導実施状況、受診率を提示

受診率目標達成まで各担当の人数の
確認

●統計
●次年度計画

平成２９年度受診率 目標値 40％

健診申込者の入力
特定健診対象者で、がん検診のみ
の申込者へ受診勧奨

家庭訪問

申込みがない場合
地区担当または国保保健師が訪問

前
年
度
分

特
定
保
健
指
導(

初
回)

６
月
中
旬
ま
で

継
続
フ
ォ
ロ
ー
・
評
価

９
月
ま
で

特定保健指導

健診 2月28日まで

受診勧奨
・対象者へ訪問
・対象者へ個人通知

6月～健診開始

生活習慣病いずれ
か治療中

人
生活習慣病治療なし

人

情報
提供

（参考）

評
価
Ｃ
※

改
善
Ａ

●第２期特定健診等実施計画・データヘルス計画を推進

1)未受診者対策
➀Ｈ28年度特定健診受診者でH29年度特定健診未受診者へ訪
問、通知発送

②H28年度重症化予防保健指導実施者のうち、H28年度特定健
康診査未受診者へのアプローチ実施。
③6月集団健診申込で未受診者へ電話。

④節目年齢40、45、50、55、60、65、70歳で未受診者へ通知

⑤経年管理台帳（DM）にて過去受診歴ありで今年度未受診、未

治療の者への訪問。

<特定保健指導実施に向けて 準備>
・学習教材の検討
・特定保健指導メニューの内容検討

・二次検査
（頸部エコー検査、尿蛋白定量検査）

Ｈ

２

８

年

度

保

健

指

導

評

価

Ｈ

２９

年

度

保

健

指

導

重症化予防対象者、優先順位のアプローチ実施検討

●H２９年度健診結果、重症化予防対象
者を明確化し、優先順位を決める。
・保健指導 資料作成（構造図等）
・保健指導実施後、管理台帳作成

●評価指標
・特定健康診査受診率
・特定保健指導実施率
・中長期疾患の新規患者発生状況、人数

・メタボリックシンドローム該当者数、該当率

●改善や治療につなげるために
①重症化予防対象者
・アプローチ状況
・HbA1ｃ値、血圧、LDL、CKD改善状況、健診項目（HbA1ｃ、
血圧、LDL）結果（５カ年変化）
・二次検診実施状況、結果内訳
・糖尿病管理台帳で経過をみる
・心房細動該当者の治療状況確認

★生活習慣病予防をライフサイクルで見ていく。母子・成人担当と業務分担も併用しているが「糖尿病等生活習慣病の発症・重症化予防」の視点で共有・連携して課題解決に取り組むこと

事業委託分（集団健診、個別健診）に
ついて、契約締結

・相談事業（専門医師、保健師、管

理栄養士など）

適切な栄養・食生活の推進

・料理教室

・健康ポイント事業

事業評価（適時）
次年度年間計画

★優先順位等については、別紙参照。

●H２８年度重症化予防保健指導実施者
の評価等実施

6月：集団健診
（特定健診・がん検診・若年健診）

集団健診

（特定健診・若年健診）

集団健診

（特定健診・若年健診）

集団健診（特定健診・がん

検診・若年健診）

健診未受診者・申込みが無

い方へ個人通知

健診未受診者・申込みが

無い方へ個人通知

健診未受診者・申込みが無

い方へ個人通知

該当者 該当率 実施者 実施率 該当者 該当率 実施者 実施率 該当者 該当率 実施者 実施率
平成23年度 1081 173 16.0% 60 34.7% 56 5.2% 24 42.9% 117 10.8% 36 30.8%
平成24年度 1058 153 14.5% 91 59.5% 50 4.7% 19 38.0% 103 9.7% 72 69.9%
平成25年度 1063 156 14.7% 62 39.7% 51 4.8% 17 33.3% 105 9.9% 45 42.9%
平成26年度 1218 167 13.7% 59 35.3% 39 3.2% 7 17.9% 128 10.5% 52 40.6%
平成27年度 1249 172 13.8% 66 38.4% 41 3.3% 7 17.1% 131 10.5% 59 45.0%
平成28年度 1223 130 10.6% 83 63.8% 31 2.5% 13 41.9% 99 8.1% 70 70.7%
(実績は法定報告値）

積極的支援 動機づけ支援全体
受診者年度

健康フェアでチラシ配布

・受診状況 ・受診状況 ・受診状況 ・血圧測定状況・受診状況 ・受診状況
・HbA1ｃ値のコ
ントロール状況 ・ＬＤＬ値

・リスクコント
ロール状況

・受診状況 検査値 ・検査値

・検査値等 ・検査値等

評価指標

尿酸中性脂肪ＣＫＤ対象疾患
LDLコレス
テロール

糖尿病 高血圧

長洲町 同規模 長洲町 同規模 長洲町 同規模 長洲町 同規模
メタボ該当者 17.8% 16.6% 17.2% 16.7% 18.3% 17.1% 20.4% 17.7%
メタボ予備軍 13.5% 11.3% 12.7% 10.9% 13.4% 11.0% 11.2% 11.0%

平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度

H28年度重症化予防保

健指導実施者の評価等

実施

未受診者への訪問等による

受診勧奨

結果説明会
・全員個別に対応、初回面接実施

結果説明会
・全員個別に対応、初回面接実施

結果説明会
・全員個別に対応、初回面接実施

重症化予防対象者（地区担当保健師）

優先順位1 対象疾患

治療なし HbA1c6.5%以上
治療あり HbA1c7.0%以上

尿蛋白2+以上
eGFR 50未満（70歳以上はeGFR 40未満）

優先順位2 上記1以外の発症予防対象者(国保保健師）

積極的支援・動機づけ支援該当者

優先順位3 情報提供レベルのメタボリックシンドローム該当者（栄養士）

対象基準

糖尿病

高血圧 Ⅱ度高血圧以上

脂質異常
症

ＬＤＬ180以上　中性脂肪300以上

ＣＫＤ

重症化予防対象者（地区担当保健師）

優先順位1 対象疾患

治療なし HbA1c6.5%以上
治療あり HbA1c8.0%以上

ＣＫＤ重症度分類G3a以下の人

心電図 心房細動

尿酸 尿酸値8.0以上

優先順位2 積極的支援・動機づけ支援該当者（国保保健師）

優先順位3 情報提供レベルのメタボリックシンドローム該当対象者（栄養士）

対象基準

糖尿病

高血圧 Ⅱ度高血圧以上

脂質異常
症

ＬＤＬ180以上　中性脂肪300以上

ＣＫＤ

平成24年度 平成25年度 平成26年度平成27年度平成28年度

44.0% 46.0% 47.0% 48.0% 49.0%
3,123 3,078 3,129 3,152 3,043
1,063 1,063 1,218 1,249 1,223

対象者数
受診者数

特定健診受診率
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6．個人情報の保護 

（1）基本的な考え方 

 特定健康診査・特定保健指導で得られる健康情報の取り扱いについては、個人情報の

保護に関する法律および長洲町個人情報保護条例を踏まえた対応を行う。 

 また、特定健康診査を外部委託する際は、個人情報の厳重な管理や、目的外使用の禁

止等を契約書に定めるとともに、委託先の契約状況を管理する。 

 

（2）特定健診・保健指導の記録の管理・保存期間について 

 特定健康診査・特定保健指導の記録の管理は、特定健康診査等データ管理システムで

行う。 

 

7．結果の報告 

 実績報告については、特定健診データ管理システムから実績報告用データを作成し、

健診実施年度の翌年度 11 月 1 日までに報告する。 

 

8．特定健康診査等実施計画の公表・周知 

 高齢者の医療の確保に関する法律第 19 条第 3 項（保険者は、特定健康診査等実施計

画を定め、又はこれを変更したときは、遅延なく、これを公表しなければならない）に

基づく計画は、長洲町ホームページ等への掲載により公表、周知する。 

 

 


